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1 3世紀ィングランド軍制史上の一史料
S ■-

-Inquest of Service in Time of the War of Wales, 1288 (Cheshire)に つ い て

森 岡 敬 一 郎

中世イングラン.ドの封建制度を考续する場合に，忘れてはならない一而は，その軍事制度である

既に， J. 0. P restw ich等が適確にも指摘しているように,国王が各直属封臣に与えた封土保有の

義務として，彼等に課した軍役，即 ち servitium debitumに基く所謂「封建軍隊[(feudal lev y )が，

現実の軍隊に於て，根幹的な地位を喪失して行き，軍隊としてはより有効であった傭兵が重要性

を帯びて来たのは，相当早い時期から見られることは/既に周知のことであろ少ぐもエドワー

ド1 世 （Edward I ) 治下には，イングラ、ノ ド人の傭兵が，決して新奇な靡象ではなくなっていたこ 
^  ( 2) ，

とは，諸家の均しく認める所である。 しかし， 軍隊中の最高位の部分を除いて, 「儈兵」を最も組

織的に利用した最初の国王はエドワード1 世であった。彼は，給科支給が有効な軍隊組織の要点で

あると考え，この方法を組織的におしすすめたものと思われる。既に , 百年戦争の始まる2 世代以前

に，軍務と有給化の原則は，軍隊の諸段蝤に浸透し，エドワード3 世時代には，スコットランドの，

名目上の国王エドワ一ド . ベイリオル （Edward B allio l)が 平 時 に は 3 0 シリング，戦時には1
• .

，日5 0 シリングを得，また黑太子も1 日2 0 シリングを得ているのである。これは，有給化の原理が 

軍隊の最上層にまで及んだことを意味する。一方，土地保有に菡く軍役義務は，当時はなお維持せ

注（1 ) 例又は， Prestwich, J.C; ‘War and Finance in the Anglo-Norman State’ (Trans. Roy. Hist. Soc„ 5th 
Series. IV (1954))

< 2 ) Powicke, Sir Maurice; The Thirteenth Century. (Oxford Hist, of England. IV.) (Oxford. 19622),,特に p. 
511-559. McKisack, May; The Fourteenth Century. (Oxford Hist, of England. V.) (Oxford. 1959) .特に p. 
234-p. 271.

Edward I 治下の箏制組織の特殊研究としては，古く，J.E, Morria； The Welsh War of King Edward the 
First. (Oxford, 1 9 0 1 )があり，取制史上の優れた最近の研究としては，Powipke, Michael; Military Obligation 

■in Mediaeval England (Oxford, 19.62) , (特に Distraint of Knighthood に詳しいが，また Henry II 以後の. 
Militia O 笼展について傻れた研究でもある）。. Hollister, C.W； The Military Organization of Norman England. 
(Oxford. 1965) ( ノルマン征服以後の取制一般）などがある。 ’
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られていた。1327年には，Stanhope P a rkの戦のためには，封建徴収寒:が召集されているが，その後， 

選抜された国王直厲封(Sを-封建軍役に基いて徴収する試みが行われた（1332年のァイ-ルラソ ド出兵.. 
I333年のスコットランド出兵）が，充分の結果を得るこ とはなかった。1385年のスコットランド出兵に 

当っては，一般的に封建軍の召集が行われたが，この封建軍役の発動は，国王の権威の確認を目ざす 

名目的なものに過ぎず，現実の軍隊は，最高指令官であるラソカスター侯以下，全てが俸給の支払い 

を得ていたとI 、う意味で:は完全に傭兵であった。この戦爭の後に開かれた議会では，国王(Rielmi，d II) 
は, 軍役代納金（scutage)徴収を断念じた。この1385年の封建軍召集は最後のものであったし，また， 

その直後の軍役代納金の廃止とあわせて考える時，ここに軍制としての封建制度の著しい後退を考 

え’さるを得なV、。 (;#しく.は,:_史学40卷4 号，拙稿，「所謂Bastard Feudalismについてj を見られたい。）’ 
このような軍隊の上層部は,口頭又は書面による契約によって保証された俸給を受けるナイト層 

以上の人々から構成されていた。 例えば，1341牢のブルターニュへ©遠征軍のCaptainであづた 

Edward M on taguは，• 4 0 日間プルタ一ニュに， 6 人の騎士，12人 の homines ad a r m a ,12人の 

homines a r m a ti,12人の弓兵を伴って出征し，この間の俸給として7 6 パゥソ ドを得ている。 この 

ように，C aptainは単に自己自身のみならず，所定の兵力を携えて出征する義務を負った訳であるc 
これら筒級指揮官に伴う中核部分は，大部分は恐らく，. 高級指揮官のHousehold ■のメンパ“ か， 

或はこのような高級指揮官との間に生涯の契約を結んだRetainersであったと思われるが，また， 

高級貴族がナイト層のものに，更に一定数の兵員の差出しを請負わせるSub-Contractも行われた 

もののよ’うである。しかし， 一般の兵員（特に騎兵を中心とする戦法から, 歩兵戦に移行するに従って， 

一般!::i由民出身の弓兵の逋耍性が増して来た）は， ァングロ • サクスン伝来の州*郡.特権都市より徵 

募せられる，民兵制度によるものであった。13世紀のこの民兵制の在り方を理解する上で,相当 

重要な史料が，こ.こに取上げたInquest, of Military Service of 1288. Cheshireである。

IE

こ こ にこの文書そのものを考察する前に， 中世イングランドに於けるチヱ、ン ヤ 一 （Cheshi找）の 

位置を簡単に顧みておく必要があろう。 というのは， 一般の教科書的な記述によれば， イングラ 

ンド西北部にあって，西にはウェールズ（W ales)と境を接するチェ'ンヤーは，同じく北部イングラ 

ンドに存したダラム（Durham)や，中世後期に同じく北部イングランドに形成されたラ,ンカスター 

侯 領 .(Duchy..of Lancaster)と並んで，所 謂 P a la t in a teを形成し，その地を保有する諸侯は，一円 

的な地域を保有すると共に， 大陸の所謂 ‘‘Principality” に酷似する。 イングランドの中111：の一法 

学者の言を借りれ ば 「国王の令状はそこには及ばない」という言葉に集約されるような，半ば国王

注（3 )  McKisack, May； The Fourteenth Century, p. 234-p. 242.
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権力に均しい権限を与えられ，謂わば，iniperium in im perioと考えられているからであぞ。

周知のように，Palatinate of Durham については，G. T. Lapsley の研究（The County Palatinate of 
Durham, Camb. (Mass.) (1900)， また Duchy of Lancaster については，R. Somerville の研究（Duchy 
of Lancaster' vo1* L London, 1 9 5 3 )の如き，近代歴史学の方法に則った優れた総括的な研究に想まれ 

ているのに比べると，Cheshireについては,幾多の特殊な問題が優れた学者達め関心と注目とを意 

いてはいても’ 綜観的な研究は極めて乏しい。私見の及ぶ限りでは，僅かに Geoffrey Barraclough 
..か Transactions of Historic Society of Lancashire and Cheshire, v o l . 103 ( 1 9 5 1 )に益表した ‘i'll0 

Earldom and County Palatinate of Cheshire’ を見るに過ぎない。従って，論題そのものとは直接 

.的には関係かないことを恐れるか，先す最初に，主と.し て Barraclough.の研究に従いつつ， 世■ 
紀末頃までのチヱ、ンャ一の位置そのものを概観して置ぐことは，我々に必要であろうかと思われる。

チヱシヤーは，ノルマン征服後のイングランドに形成された封妞社会の所産であり，またノルマ 

ン征服の所産であつた。勿論，ノルマン征服以前のチエ グヤー地方は，マ一 'ンヤ王国（後にはアール 

区）の一部分ではあり， 9 8 0年は，一つの地方としてアングロ  • サクスン年代記（Anglo-Saxon 
Ohronicle p. 2 3 4 .)に記載され，かつ 11世紀には，所 謂 County H idageにも独自性をもつ地区とし 

て現われている。 しかしこれは，旧 デーン人 占領地域がアルフレド（A l f r e d )以後ェドガー（Edgar) 
に至るまでの間に, 漸次イングランド人の支配下に取戻されるに;従って，主として行政上の目的の 

ために編成された人的な組織であって，人種的 . 文化的に深い根拠をもつ南部イングラシドの“  
の諸州，即ち，ケン ト (Kent), ェセクス（E sse x )等とは根本的に異なる。この点を明らかにする 

には，その種族的構成に一瞥を加えで！ よう。G. Barracloughの引' $ F. T. W ainwrig-htの研究 

によれば，チェ、ンヤーは，種族的には，アングロ . サクスン系，ノルウヱ一系,デーン系の齒在す 

る上層部がケルト系の下層部分の上に存在していた。この種族構成そのものは，後にチヱシャーの 

歴史に■重要な長割を-果してはいるか，この而からのチヱ 'ンャ一の統一■性を云々することは出.来 /!rい 

次にこれまで:対ウ-ェールズ関係がチェシャ一の統一を促進したという考え方もあるが，これに対し 

ても検討を加えて置こう。ウヱ一ルズとこの地方とは，史上しばしば，連合の動きを示している。 

例えば 1070年にチヱシヤ一地方がウヱ一ルズと協同してノルマン王朝に叛抗しなかったのには ,
ウイリアム1 世の強力な压カがあったことが想起されるべきであろy 。要するに，雑多な諸要素を 

統合して1 箇のチヱ シ ヤーを独向性をもつものとして形成して行ったのは， ノルマン王朝と，ノル 

マン王朝の推したノ ル マ ン系貴族のヒ ュ ー . オ ブ . ア ブ ラ ン シ ュ （Hugh de A v r a n c h c s )の一族の強

/主（4 ノ . Mitteis, Heinrich; Der Staat des hohen Mittelalters (Weimar. 19442). p. 239, 278, 451, 496. Bloch
Marc; La societe feodale. V o l.II  (1940) p. 228. ..

(5) Barraclough, G； The Earldom ami County Palatine of Chester, p. 8 に引州されている Wain w ig h t, F. T；

の説。 兄  Stenton. P\M; Anglo-Saxon England (Oxford Hist, of England. Vo!. JI) (Oxford, 19432) (p. 292)
は，初期には，チX シヤーが地域的統一をもっていなかったとしている。

( 6 )  Stenton, P.M； Anglo-Saxon England, p. 595 '
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力な施政であった。 従ってこの意味でのチヱシャーのP alatinateの歴史は，1071年に始まると言

ってよい。この形成は，ウィリァム1世 の 「当初からのイングランド統治計画の一線」ではなく，

106 9年の北方のマ一シャの貴族の叛乱に出因するものである。 このために， Shrew sburyに
Rog’er’ of Montgomeryの下に，一-^の侯領が設定せられると共に，チヱシャーは，フランドル系の

貴族であるGhesbordに任せられた。しかし彼はこの北方の領土にあまり関心をもつことなく，火

陸に帰還し，彼の甥でァブラン、ンュのvicom teであるヒュ 一が代ってチヱスター伯となった。

1086 年 の Domesday B ookの記載によれば， ヒューの所領は，イングランド諸侯の第1 Mに位し

ていたが，その所領経営は， 他 の 大 H on ou r領主のそれと本質的に相違するものではなかったよ

うである。勿論，相当広般な権限が与え.られてはいるが，これは当時，比較的诏境^:あって治安の

不安定な他の地域にも広く見られることで，これをもってチヱX タ一伯が，他の大諸侯と質的に別

箇のものとすることは出来ないようである。伯に対して貴任をもつ Sheriffや J u st ic eの存在も，

当時に於ては決して例外ではなかったし，又，州内に国王直領地が存在しないことも事実であるが，

しれ.も单f c チエシャ，一のみならず， シュロフ、ンヤ ー （Shropshire), .ヘリフ ァ ドシ ャ ー （Herefordshire)、
. (8) ■

にも見られる所であった。要するに，チヱ、ンャーの特殊的地位は,初めから国王によって赋与され 

' たものではなく，時代の経過と共に形成されたと考えるべきであろう。 ‘

先ず第一に注目すべきは， ヒ ュ ー . オブ • ァブランシュ並びにその後継者達が，1170年までの 

時期の内乱や騒乱に当って，常に選択を誤らず勝利者の侧に味方したという事実である。その顕箸 

な例は， ヒュ—は， ウ イ リ ア ム • ル フ ス （William-. Rufus) とロ ベ ー ル . ク ー ル ト ゥ 一 ズ （Robert 
Curthose)との対立に際しては， ウ イ リ ァ ム •ル フ ス の 側に， またァンジュ一家のヘンリーとステ 

イーヴン王との対立に際しては，チ ヱシャー伯 ラ ヌルフ 2 世 （Rattillf I I ) は，ヘ ン リ 一に味方‘して 

いるが如きである。モンゴメリー家，フ ィ ズ • オスボーン家の如き，征服以来の名家が，これらの 

動乱の過程に姿を消して行ったのとは走に対照的であった。

第二に注3 すべきは，強大な領主であるチヱスター侯の勢力の蕋盤である。スティーヴン治下に， 

当時のチ*スター伯ラヌルフ2 世は，全イングラシドの約3 分の. 1 を領有していたと伝えているし，

又別の記録によれば，彼は，シ ュロプシ ャ一及び'他の 2 州以外の全ての州に領地を保有していると ' 
言っている。更に，12世紀を通じて，チヱスター伯の関心はイング.ランドよりノルマンデ ィーにあ 

り，かつ時間的にもより多くをノルマンディ一に送っていた。かつイングラン ドのみに注意を限矩 

するとしても，チヱツャ一がその勢力の基:盤として道要であったとは考えられない。第一にチヱシ

ャーはA r jも比較的稀 薄 で あ っ た ' 従って，物的な基礎としての価値は多くはなかった。Domesday
. _ .

注（7 ) Stenton ,前揭■ p. 614-61?.
< 8) Stejiton; Anglo-Saxon England, p. 591, 602. id.; The First Geritury of English Pendalism. (Oxford, 

19542) .  p, 226, p. 66-67 ‘  Tait, J | The Domesday Survey of Cheshire CChetham Society, New Series. Vol. 
LXXV, (1916) p. 30.
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Barraclough, G； The Earldom and County Palatine of Cheshire, p . 12. 
Barraclough, G；前掲抱 p. 14-16.
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Bookに於ては，チェシャーからの収入は200ボンド余りであったのに，他の地方からの収入は700 
ポンドを越えていたし， また， チヱスター伯の軍事力の点から見ても，チヱスタ一自体は8 0騎士 

封しかなく，彼の軍取力の3 分の2 はチェスター以外から得られていたのであU 。

第三に，チヱスター伯の政治活動もチヱシャーを中心とはしていない。先ず，ウヱールズ戦，の莲 

地としてチェシャーが考えられ，チヱスタ一伯がこの方面に活躍したのは, 初期に於ては，1088年 

から 1101年までの時期に過ぎない。 自己の勢力の拡大'を図ったラヌルフ2 世 （1129年に伯を継承） 

にしても，彼の主たる関心は，ウェールズを侵してチェシャーを拡大するよりは，イングランド諸 

地域の所領の拡大を，場合によってはウェールズの援助によっても実現するにあり，対ウ尤一ルズ 

防衛に重要な国境のMoW，Rhuddlamの 2 城の喪失をも黙認さえしてv、る。一方，ヘンリ—2 世は, 
チ:n スター伯の勢力拡大を阻止するために，ウェールズ、の諸侯と提携さえしている。その後，チェ 

スダー伯ラヌルフ• ブランデヴイル(Ramilf Blundeville)の時代には, 特に 1204年のノルマンデイ 一  

' 喪失後は，チヱスター伯とウェールズとの提携が見られ, 彼は，当時のイングラソ ドの政治に於て，

極めて有力な力とな.っている。この場合，彼の勢力の蓝礎は，チヱ、ンャ一よりも中部イングランドに 

ぁ .っフし。彼は 1215年には，' 国王ジョンより，'レスター（Leicester)の Hbnour,を，1216年にはヲンカス 

タ 一（Lancaster)の Honourを得ている。. まことに，Sir Maurice Pow ickeの言うように，. 彼は，チェス 

ターに侬存するよりは, 「官職に官職を道ね，所領に所領を集め，南方はスタッファドシャー.(Stafford- 
shire) • レスタシャー（Leicestershire)，東方はリンカーン海岸にまで及ぶ勢力を築いたのであるての 

従って， チェシャーは，2 0有余に及ぶ諸州に拡がるチ土スタ一伯f商の一部であったのであり， 

チェスター伯が強大な力をもったのは，この広大な所領に由因する所大であったと言うことも出来 

よう。，そしてチヱ'ンャーの特殊的地位，換言すれば，他の大諸侯の所領とは異った独自の地位への 

進化は，漸次的に行われていったと考えたい。この点で重要な意味をも ô のは，ヘンリー2 世の時 ‘
, 代であろう。ヘンリー.2 世の司法改单.の性格並びにその封建的諸特権との関聯については，改めて 

考察を試みる必要があろうが，事突として，ヘンリー2 世以来，次第にHonourが解体し，封建諸侯 

や享受して来た封建的特権の実体喪失が進行したことほ否定し得ない。ダラム伯及びチェスター伯 

が，他の大諸侯領と著しぐ異なる性格をもつようr なって行くのは，この過程の進行につれてであっ 

た。即ち，国王が王権の至上性を主張し明確化して行くに伴い，ダラムについて，Lapslevの述べた 

再葉を借用すれば，チヱスター伯も，「王権より以下ではあるがそれに均しい程の権力を」 自己のも 

のとして確从して行くのである。例えば，ヘンリー2 世.の軍役徴収の独占権の主張に随伴して，伯 

の佃領内からの同種の権利の確立が贺求せられ，また一般に王権に対して不入権の要求が試みられ 

る。例えば，1215 年 の Magna C artaの公布につづいて，チヱシャー内の伯対伯の封！̂間の関係を

爾 綠 樹 風 货 驟 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 雜^ 3 ^ ^ 5 6微?诞纖获拔辟̂ ® i縱逆；
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13世•紀イングラソド軍制史上の一史料
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規矩する所謂「Magna Carta of Cheshire」が公にされていること，12世紀末年に .Domesday. .Roll 
of C heshireが編纂されていること， リチャード1 世 (Richard I ) 並びにジョン王治下の中央宵庁 

の発展に伴って，チヱシャ一内部の行政機構の形成が著しく進むことなどは，上述した所を例示す 

るもめであろ•う。この進化は特にチェスタ一伯ラヌルフ. ブランドヴイルの許に進んだ。こうした 

著しい伯権力の強化が過去のS 礎なくして行われたのではない。手ヱシャー内の諸侯がチ丈スタ一 

伯に対してしか軍役義務を負わないことを明確に規定した最初の文書は， 1216年 の Magna Carta 
Of Cheshire (第14条) であるが，しかし，取実上, 1166年の Inquestに於ても，1212年の Inquest 
に於ても，チヱシャーは国王の召集を受けていない。このような班実上'の特恵的な取扱いは他の分 

野にも見られる。これらの諸特恵を権利ともて確立し，それぞれの権利を一つのものに統合して, 
他の大諸侯の享有するところとは，謂わば賀的に異なるものに纏めたのは，ラヌルフ‘ブランドヴ 

ィルの時代であった。そしてジョン王の治世頃より，チ ;r:シャーにつし、て， Palatinate (Cbmitatus 
P?ilatii)なる言葉が用いられ，まだ，周知のように，ブラクトンは， P alatinateの定義をチ;c ツャ 

—を念頭にして行っている。 しかしこの言葉が公式文書に用いられている最初の例は, 1297年， 

(ダラムの初例より4 年後) であった。厳格な意味でのこのP a la tin a teの確立は従って13世紀後半と 

考えるべきであろう。

しかしラヌル‘フ • ブランドヴイルが著しい政治的勢力をもったこどは，やがて，その死後，チェ 

シャ一を王権の許に統合することをヘンリー3 世に決意せしめるに至ったもののようで , 1237年 

から 1241年までの複雑な事情を経て，チェシャーのP a la tin a teは王権に吸収された。 しかしチェ 

、ンャーは，その古来の特権を維持するとと•になる。またェドワード1世によってゥ：t — ルズ征服の 

企図が本格的に推進せられると，ゥヱールズ境界にあるチ ;̂ 、ンャ广の軍事的意義は極めて重要とな

った。本論文の主題として取上げたInquest of M ilitary Service. 1 2 8 8の背景はここにある。
' ■

nr
...： . :广 ; — . . , . .

- (is)
さて，拙稿の主題そのものであるInquest of M ilitary Service, 1288. Cheshireの説明に移ろう。チ

ヱシャーに関する軍役関係の史料は,初期のC hartersを除き，大部分が1 3世紀の'ものであった。

注（11) Barraclough, G ;前掲書 p . 17-
(12) Braeton’s Note-Book (ed- F.W. Maitland) 1227. 1 2 7 3 .尚，Bracton の De Legibusct Consuetudines Angliao 

• ( t 1 2 2 b ) に於ての矩義は，特にチ文シャーに蝕れていない。， .
(13) Tout, M; ‘Comitatus Pallacii’ （Eng. Hist, Review. Vol. XXXV. (1920)♦ p. 418- 9. Lapsley, G. T; The 

County Palatine of Durhum. (Cnmb. (Mass.), 1920)* p. 28.
(14) Barraclough^ G； The Earldom and County Palatine of Chester, p. 20.
〈15) Stewart-Browil,R； Calendar of County Court，City Court and Eyire Rolls 6f Cheshire, 1259-1207, with

An Inquest of Military Service, 1288. (Chatham Society, New Serieg, Ixxxiv* (1925) .の p , 109-116 K M
文並びに*驻解*訳文を戟せている。 •
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；] その第1 は Magna Carta of Cheshireである。これは，先述したように，チヱスタ一伯.のその封臣 

| 忆対する，またその下属封臣に対する軍役勤務の性質• 範囲についての記述を含んでいる。第 2 は
；•シ. . . . *
[ ' 1252年の Feudatory (Red Book of Exchequer ‘ Yol, I. p. 184.)で，これは，チヱスタ一伯から保有する

封の保有者と封数の表であり，第3は，1277-8年のJusticiar of. Chesterの作成したScutageの表

: である。 この S c u ta g eは， 同年の対クェールズ戦に軍役勤務を行わなかった全てのチヱシャーの

5 (既にこの時は，チヱシ+ - 伯は囯主であった）国王直属封臣に支払い義務が課されていた。第 4 は，ここ右

J に取上げたInquest of Military Service, 1288であり，第 5 は 1300年頃のチェ、ンャ一の国王直属-封 
'i (17) ■I 臣のリストである。（本文末尾に付したのは，この第2 , 第3，第4 の史料を図表にまとめたものである。） 

j 先ず，1216年の Magim Carta of Cheshireを見ると，軍役勤務についての相当重要な条項が見 

I ] 受けられる。その幾つかについて若干の考察を加えて行きたい。 ,

I ] 『各ハロンは， 戦爭の場合必要ある時には， 彼が保有するだけめ数の騎士封の勤務を充全に行 

j うべきものである。』

I ] しの条項は， -Magna C arta第 1 6 条の「何人も，騎士封又は自凼土地保有について，.■その故に当 

| | 舔負うべき以上の勤務を提供するよう強制されることはないものとする」とするのと同じ原理を表 

j 現したものであって，要するに，封匡の_役勤務が封の対価であるとの双務性原理の表現に他なら 

|| .ない。但し，しの封臣の負う軍夜の内容については】Magna Cartaにも，.Magna Carta of Cheshire 
J にも規定がない。

I • 『ハロンの騎士もしくは自由土地保有若はc’oats o f'm ail . もし.くは軽甲胄をもつべきである。』

] 、 この規定は，騎士封保有者に課せられる重装軍備，難なる自由土地保有者に課せられる軽装軍備の 

| 要件を示すものであって， 1230年 の Ordinance of A r m sにある， 1 騎士封保有者にはCoats of 
j- ■ M a ilの， 1 /2 騎士封もしくはそれ以下の土地の保有者にはH aubergelの所持を規定しているのと 

| | 煩似している点に注屈すべきであろう。 .

| | 『（チヱスター）伯のバロン（= 直厲封臣）がチヱシャー内に於て行う負担重い勤務（grave servi.
|| cium )の故に， （チヱスター伯の）バロジたるものは何人も，彼等自身の好意と余の費用に於て以

：] 外は，ライム川 a h cL y m e)彼岸に於て余に対する勤務を行わないものとする。余にチヱスタ一

j の城塞守備勤務の義務を負うイングランドからの（：= チヱスタ一 伯のチヱシャー以外のイングラゾド

の所領を封として保有する）余の騎士が召集せられ，この勤務を行うたやに来てかつ敵の攻擊が迫 ’
• らず，必要がない場合には，余のバロンは家に帰り平和に休息してよろしい。 も し チ ェ シ ャ ー の _

{  • ， … . —   — -— ~ ;       , 、' •

| 注（16) Tait> J： Chartulary of St- Werburgh, Chester, p .109 以下にあり。尚，この Magna Carta of Cheshire
| . . . ( 正式には，Carta Communis CestHsirie)については，機会を改めて，別稿にて論ずる。 '
1 (1?) Stewart-Brown* R ;前掲書, P- xliv. 尚，彼は後に, Cheshire in the Pipe Rolls (Lancashire and Cheshire •
! R贿 d Society, Vol. XCII. (1938)に於て新史料を発見した。 これに迤く若干の補正と， S t e w a r t - B r o w n の

; . 觅 解 （Chalendar……に於ける）（特に， Five-Hides Theory)に対する批判がT a itによって試みられている。

[  ，Thft Knight-Scrviee in Cheshire/ (Eng. Hist, Review. Vol. lvii (1942). p. 439-59,>
140ai94)
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余の土地に対する攻撃が切迫しもしくは，. 城塞が包囲せられる場合には，余のバロン達は,余の 

召集に応じて，彼等の全兵力をもって来り，全力を挙げて攻撃を撃退すべきものとする。この攻 

擊が撃退せられた後に於ては，バロン達は彼等の全兵力を伴って，彼等の所領に帰還し，イング 

フンドからの騎士が城塞守備勤務を行い，彼等の必要ない限り， 彼等は平和に休息し て よろし、v  

但し，彼等の余に負う他の諸勤務を留保して。』

--•の条項は，極めて重耍である。即ち，チヱスター伯のチヱシャーのバロ.ンの負.う軍役勤務とチ 

スタ一伯からチヱシャ一以外の土地を保有する彼の他の封臣の負う軍役勤務との相遠を明確にして 

いるからである。引用した条文そのものによっても明瞭ではあるが，念のために要約すれば，次の 

よケレなろう。 即ち，チェシヤーのパロンはチェツヤ一内（ここでは來境としてライムが明示されてい 

るのみであるが，別の所では，西境としてクロイド（theCloyd)が挙げられている。）での軍役勤務の重要ド： 

に鑑み，チェスター伯の費用で，かつ任意に提供せられる場合を除き，チヱシャー以外での軍役提 

供を免除していること，更に，チヱスターの城塞守備勤務は，チ ;n スター以外の地に封士を.有する 

チェスタ伯の '封固によっ' " われるべきことを明記している。さ て F arrerの研究によれば チ.. 
ェスタ一伯の騎士封保有者の総数は約250人，その内，チヱシャー内部に封を保有するものの数は， 

約 8 0人であるから， チヱシャー以外の封の保有者は約170 人となる。 辺境の地であるチヱ、ンャー 

か，その地の封保有者に，その防備の任務を委ね，城塞勤務は,.他の地方の封保有者に託したこと 

の一つの理丨i:丨は，この両者の人数の差にもあぅたであろう。尚，最後の条項は，チェシャーのバロ 

ンも他の封臣も, 共に軍役勤務以外の封建的付帯義務には服することを規定したものと解されU|J。
以上は , Magna Carta of Cheshireり軍役勤務に関する規定のうち，注目に価するものについて 

略述したのであるか，.先に述べたように，こ め Magna Carta of C heshireに於では，.軍役の内教 

そのものは明確にはされていない。 この点についての明細な規定を示す最畏の史料が , Inauegt 
of Military Service 1288である。 この本文並びに試訳は，本稿末尾に載せておくので参照を願い 

たいが，その内容について以下に考察を加えた 

先す第 1 には, 第 2 項 に 「Lord Hamon de M ottrumは，チェシャーのMagna C artaの規矩の 

内容に従って義務を遂行する上記の封の内部にf0rinsec ia n d を保有する全ての彼の歩兵ム乓に 

戦時には，チェ 'ンャー内で各封侮に1 頭の武装した馬，もしくは， 2頭の武亵せざる馬を見出すこ 

とによって，国王痕属に於て5 騎士封を保有する」という規定が前文に続く第i 条にあり，第 2 条 

以下の通常の軍役の内容は，例えば，第 2 条 に 「Lord II明 h d e  Dutton.は, 上述の方法で2 人の 

み兵をJ>iULすしとにより，N esse.に 1 /4騎士封を保有する」.とあるよう全体.（特記なきもの〉' .を規矩 

するものと考えられる。この規矩から考えると，完全武装した馬とはそのような馬とそれに乘るベ

注（18) Farrer, W; Honour and K nights Fee, (London, 1923-4, Manchester. 1925) V ol.II. p. 8,
(19) Stewart-Brown, R ； Calendar, p. liv.
(20) Stewftrt-Brown, R; Calendar, p. liv.
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き人員，武装しなV、馬とはそのような馬とそれを利用する兵員とを, 夫々意味したもQ であろうか

ら， 1 騎士封の^ ^ ^負担は， 1 人の騎士と完全武装した馬1 頭あるいは， 2 人の軽装武装の兵士

+ 当該-封内に、forinsic la n d を保有する歩兵ということになるであろう。 ただ， Stewart-Brown
などの推測する所によれば， 13世紀後半以降， 騎兵よりも， 馬匹そのものの意義が塯大したため

に，現実の負担は馬匹の提供であったと言われている。

さて，もう1っ問題とすべき点は，「当該封地内に forinsic land」を保有する人々の負う軍役の

規定の存することであろう。この forinsicとは intrinsicに対比される言葉であって，ある封主が,
騎士勤務の一部であれ，あるいは’地代であれ，なんらかの勤務提供を土地譲与の場合の契約に定め

ている時は，かかる勤務は intrinsic serviceと称せられるのに対して，勤務提供が土地譲与の条件
(21)

となっていない場合には，その勤務は forinsic service ■と呼ばれる。ここでは，ある土地の保有者

への歩兵勤務が， 当該土地保有にっいて封主との間に締結した契約の対象になっていないでその

地そのものを保有するために上級封主に対して提供義務がある場合，'その土地を.’forinsic..land
と称するのである。従って，かかる土地に課せられた歩兵勤務は，本質的には，非封建的なものと

'看做し得るであろう。 '
次に考察すべきは，rUriap de St. Pierre と. Griffln の子 Rotheric とは，Maclisfeld と Wyrhale

のハンドレツ.ドを除く，チヱ、ンャ.一の全 Serjeanty.of the Peaceを，夫々 1.2’人の徒歩め’ Serjeants
を見付けることによって，保有する。上記の 12人の徒歩のSerjeantの内，1人は冬半年間forinsic
land上で馬糧を得るもやとする。またSerjeant of the Peaceは平和を維持し，チヱシャー内に於

ては彼等自身の費用で，. 国王の徴募に応ずべきであるが，デイ一川を越えるか，或は，チヱシャー

外に出る時には，国王の費用となる」（的条）という規定と，それに続いて「(夫々）8 人め (徒歩の),
Serjeantsj を提供しなければなら.なかった Maclisfeld, Leek, Densington の th_e Serjeant of the
'Peace .の規定であり， また，Fordsham,'Maclisfeld, Northwich, Middewich めチェスター伯（= 即

ち国王）の Demesne Boroughが，前 2 者が，夫々8 人,後者二っが夫々12人の徒歩の歩兵を提供

すべきこと（36条一39条）の規定であり，Northertonの保有’者 （34条 )と Fordshamの橋梁番（35
条） .とは， 夫々 1人の軽装騎兵提供の義務があり，' ] Vlaclesfeldの自由身分の'8 人の森林役人と

W irranめ森林役人は, 弊時下には，武力を以て/ . 森林番役を行うことを免ぜられ，弓.矢を以て

武装して従軍すベき義務のあったことが見出される。 これらの諸条項の内， Boroughに関する諸

条項を除外して一佑考えると，これらの土地保有の諸条件が所謂serjeanty保有であったことが注 
(22)

目されなければならない。 < ‘

洋 （21) Poolo, Austin Lane； Obligations of Society in the XII and XIII Centuries. (Oxford, 1946). p. 5.
(22) Stewart-Brown, E ； Calendar, p ,lv ii.
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周知のように，中世の世俗の固由身分の士地保有形態は，⑴ 騎 士 勤 務 義 務 を 伴 う 所 謂 「騎士封」

(Kmght’s F e e ) ,⑵ R e n t支払い義務による Socage保有と， ⑶ 両 者 の 中 間 に 雑 多 な 勤 務 提 供 を 義 I § 
務とする所謂 Serjeantyとが存する。 前 2 者については，ここでは，‘一応論考から除外して ,第 3 . : V
の Serjeantyについて少しく考察を加えて見たい。 . ノ

一般に Serjeantとは，膽匠，森林番，その他の宮廷の雑役人に対する給与支払いの方法としず j ; 
貨幣流通が極めて貧弱でありかつ土地が豊富であった時代に，行われたものと解されている。市突， ^ 
ヘンリー3 世の治世にデウオンシ ヤ ー （Devonshire)の Robert B u sse ]の所領が， S o ca g eな る か 丨 ハ  

f23)J，e a n tyなるかの判定が， E xchequerに於て不能であったことを示す文書もあり， 一 面 に 於 て ：丨: 
は，比較的社会的に低い勤務提供を条件とする土地保有と考えられるが，その内には，騎 士 と 区 別 レ  

し減い義務を負うSerjeant .も存在した。. その一例として. Peterborough修道院の Liber Niger ノト

(II25年からII28年の間につくられた所領明細帳）に附載されているDescHptio Militum de Abbatio 
de B u rgoからの一例をp00ie の指摘に従って引用して置きH t、。 即ち， 修道院長 Thorold (1098 ，に’
ヰ没）は，Vivian なる者に，Oudle に 1/6Hide, Warmington に 1/4 Hide の土地を与えた (Serjeanty I I '
として) が，彼は， 2 頭の馬と彼自身の武器とをもって出陣する義務を負っていた。 即ち， 最 も 简 丨  々

明には，A. L.. Poole の Obligations of Society in the XII and XIII Centuries (Oxford, 1946) ^
(特に第4 章Serjeant (p. 57 -76 ))によって知られるように，Sergenty保有の義務内容は, 極 め て 雑 多 1 ：：' 
な要素からなるもめであった。この Serjeantyの唯一の詳細な研究は，Elizabeth K im ballのSerje- !|；

ant Tenure in Medieval England (New Haven. 1 9 3 6 )であろう。この研究によれば，こ の 雑 多 な 要 ，ン 

素を含む保有の力テゴリ一は，古い種々の勤務による保有を一括するために1 2 世 紀 末 頃 に 国 王 の ，-! 
吕吏によって設定されたものとされているが，事実上， ノルマン朝時代に, こ の 種 の 保 有 は 辦 実 と • 丨： 
しては存在していたのであろう。 例えば，ノルマン人R iboutなる者が，国王ウイリアム1 仙 の 命 1 

:によって，Mont-Greffierの封をRichardなる者に与えたことを記す証書が存在この Kichard , ； 'i
は，イングランドもしぐはノルマンデイ一で1 ケ月間1 頭の馬を伴って仕え，復 活 祭 の ロ ー ソ グ を ノ

提供する等の義務をもっていた。おそらく Richardは軽装騎兵として勤務したもののよ5 である。 • ；：!
. _ ，’   1 —  •    ̂   ' . . .  , ,

注（23) Poole, Austin Lane； Obligations of Society in the XII and XIII Centuries, p. 57-59. U
(24) Chronicon PetrobrugTense (Camden Society, xlvii, 1849.) p. 175 .同掛末尾に，Peterborough Abbey の 軍 .

務をfiししたiiし錄か附載されている。これかDesci’iptio Militum de Abbatio de Burgdで，本 例 そ の .最後に_あ 1
る。 , i . \

(25) Poole, Austin Lane； Obligations of Society in XII and XIII Centuries, p. 57. i,：
(26) Kimball, Serjeantry Tenure in Mediaeval England (New,Haven, 1936). p. 7-9. 5
(27) P o o le ,前掏掛 p. 61-65. . ”. 'I;' :!
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K im ball,前揭很 l ) . 75.
Stewart-Brown, R ； The Serjeants of the Peace in Mediaeval England and Wales (Mancliester, 1936)， 
Stewart-Brown,' R; The Serjeants, p, 3-11.
Vinogradoff, Paul； The English Society in the X lth Century. (Oxford, 1908) p. 16-17.

—— 1 4 4  ( 1 1 9 8 )  •——

13世紀イングランド帘制史上の一史料

又，へソリ一1世 （或はへンリー2 世とも考えられる）が Herefordshire, Bridstonの W iltonを，ウェ 

. 一ルス戦に際して， 2 人の軽装騎兵差出しの義務によって， Hugh de Longchanlpsに与えている 

証書にも， Serjeant保有と軍務との結び付きが見られる。 Serjeantyは勤務提供を条件とする土地 

保有であり, その保有条件が，公的義務であるよりは，個々の私的契約であるという点で，全く封 

建的であると言えよう。従って，この保有はノルマン朝によってもたらされた保有制と考えること 

も出来る。 しかし, その背後には，古来のアングロ .サクスン的伝統が隠されていることもまた見 

逃すベきではないであろう。このことは特に軍務については強調して置く必要があるものど考える。 

K im bal]も指摘しているように，後に，民兵隊が，若干の地方では，Serjeanty保有の指拇者に指— 
揮されていることは，このアングロ •サクスン時代の fy r d 制に由来する「民兵」制が，Serjeanty 
保有と結合したものとも考えられる。特に，このような制度は，辺境地方の場合に特によく認めら 

れる。やや趣を異にするかもしれないが，R. Stewart-Brownが， 詳細に研究している， Serjeant 
of the Peaceなる制度が，車にチ丈 'ンャ一めみならず，ラン力シャー，ウェストモーランドシン 

ロフ.シャーに見られることは，注目に価する。'このThe Serjeants of the P ea c eと.は,' Serjeant 
であって，チヱシャー内の治安の維持に当る役であった。 州全体の治安維持に当るMagisterialis 
serjeantia pacisは，ある意味では， 後 の the Justice of the P eaceの祖型とも見られ，，チす、ン七 

- に於ては，Domesday of Chesterによれば，.最初のこの役についていたのはRobert fitz Hughで， 

その後彼の子孫に伝えられている。この下に12人の州のSerjeants of the P e a c eがあったことが 

判る。これは，伯 の Serjeantがー種の警察権を行使し，この故に浯安維持に関係ある「民兵組織」

と関速をもっていたことを現わすものと言うことが出来よう。

従って Paul’Vinogradoffが，Serjeantyについて，「ウヱ一ルズに対する遠征の場合に，また诚 

塞の防備のために，短期の強制的軍役を課し，この短期の所定期間終了後は，国王の費用で彼等を 

そのままとどめるというのが一般のやり方であった。この方法によって傭兵制に向ってのイングラ

ンドのM en-at-Armsの貴fliな神が用意された。  封建時代のこれらの多くの2 例は，征服以前

の諸起原に溯るものと考えてよいだろう。ともかく，この軍役は，正規騎士勤務とは異るものであ 

る。j と頁っているのは，今なお示唆する所が大きい。

‘ V ノ

ノルマン征服に伴って，騎士軍役_ 務を代偾とする土地保有制がイッダランドに導入せられ，イ
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ングランド軍制の封建化が行われたことは周知の所であるが，この封建軍と並んで，多くの非封迚 . 
的な軍琪制度がイングランドに見られることもまた事実である。特に局地的防衛に当って，旧来の 

fy r d制が活用せられた諸例が存-することは，最近多くの学者の指摘する所であし!^。

し の fy r d 制そのものの組織ではないとしても，その遺構とも見得べき要素が，封建軍制その'も 

のの内に混往している適例を，我々は , Peterborough修道院の所領明細帳であるLiber Niきe r の 

なかに見ることが出来る。問題の史料は，その末尾に附されたHec est Descriptio Militum de Ab- 
batia de Burgoなる文書で，本文書は，Peterborough修道院の騎士封を各封の提供すべき騎士, 各 

封の H ide又は Carucateの正確な数を記すと共に，騎士以外の軍役をも詳細に記載している点で極 

めて重要である。今そめ一例として,修道院提Thorold ( 1098年没）が，V iv ianなるものに，Oimdle 
に 1/6 Hide, W armingtonに 1/4 H id eの土地をSerjeantyとして与えたが，彼は騎士としで出陣す 

る義務を負っているのが見られる。更に，この文書は，多数の自由農民が,騎士と共に出征したこ 

.とをホしている。この数は76人にのぼるが，その内，特に詳細に記述のあるWalton. \Virrington, 
Pilsgate, Irthlingborough (U ±  Northamptonshire)/ Elton (Huntingdonshire) <D (騎士以下の) 自丨|丨 

身分の人々（Socman)は全て従軍め義務をもっていて，その合計は6，丨人に当る。これは，自由身分の 

人々に一般義務として課せられた f y r d 制の残存として考えることが出来よず。

VI ■

この文書と手工、ンヤーの Magna Carta of Cheshire 並びに Inquest of Military Service, 1288 とを

比斡すると，後二者に於ては，i)Uこチェシャ一個から直接軍役義務付きの封を保有しない下厲封踣の

軍役がもり，特に Magna Carta Of Cheshireの 「全てのパ' ロン(チェシや- 伯の直属封岡）は，戦時中に

必要の生じた場合には，封の数だけの騎士を完全に提供し，また彼等の騎士（バロンの封(S)と他自山

丄地itc有者は，通JかたびらあるいはU醜 f (hanbergrella)を用意し，.もし騎士でなくとも，体をもづて封

るべきものとする」とめ規定や，f0ril ŝic lan<iに対する歩兵義務の如き，又，Serjeanty保有に

対する軍声など，一層非封妞的もしくは国民軍的性格が濃厚に現われている,と言ってよ^ これ;は，

社会的変化のおくれた後進的な北部辺境地方に7ト丨•い制度が残存したものとしても考えられよぅ。

注（3 2 ) ァ.ソ.クロ. サクスン末期め：制としては，M丨chae丨PoVvickeは， 王のThegnSを中心として形成された騎兵. 
部隊今中核に，E arlsや国王のR eevesの Thegnその他によって形成されたF y r d と，地方防衛のためや地 

•方的 M ilitiaとかあったとしている。この両老は全く無関係ではなく，F y rdの中心をなす5 H ide保街自山 

尻は，局地的fy fdの指你洛屈をなしていたと考えて（、る (Military Organization, p. 1 - 2 5 ) .この区別はC.W. 
Hollister の Gm i'Fyrd と Select Fyrd とのK別に大体相到する（Hollister; Military Obligation, p. 216)。

'なお，.民兵の括動の实例については，HollisterM ilitary Organization of Nornian England, p. 223-232 ^  
見られたい。

(33) Hollister； Military Organization, p. 235‘239., .  '
(34) Hollister； Military Orjfanlzation. p, 243.
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しかし一方では， ノルマン征服以来， 丨3 世紀末までの5ド制の変化， またその背‘後にある社会的 

諸変化にっいても，考察して見る必要があろう。

「民兵」制そのものが， アングロ . サクスン時代以来伝えられたものとしても， これが中央政府 

によって本格的に取上げられたのはHenry I I の治世に始まると言ってよい。即ち，1181年に，彼は 

有名な Assize of A rm sを発し，騎士，及び他の自由人の携行すべき武器を財産に応じて走めてい 

る。それによると⑴全て騎士封を有する者は，鎖かたびら，胄，循，槍を備えるべきf と，⑵ 16 
マルクの動産またはR e n tを有する全自由人は，騎士と同じ武装を備えるべきこと，⑶ 1 0 マルク 

の動産またはR e n tを有するものは，h a u b erk ,鉄帽，槍を備えるべきこと，又，⑷市民，全自_  
民はAvambais (—栩の防具)，鉄帽，槍を備えるべきこととある。これぽ，騎士軍隊を補強すべき， 

1 6 マルク，1 0マルクの収入ある人々の構成する部隊と， むしろ局地的防衛もしくは治安の維持に 

当るべき他の自til人 と を 別 し , かっ，全国民的規模に於て一種の^:務を課したものである。この自 

由民一般に軍務を課することが，特に財産 . 収入を諶準として段階付けられていることは，特に注 

目されよう。特に，武装の進歩に伴い，騎士の軍装費は著しく高価となる一方，騎士封の分化も進 

行して行った。この結果として，騎士たる身分を保有しっっも現実には騎士とはならない者もやが 

て生れて来たものと思われる一方，現吏には，.1騎士-射を保有しなくとも，騎士たるに価する経済 

的実力を有する者も生じて来た。これは，完全武装の騎士の漸次的減少と，それを補うものどして， 

武装せざる馬に乘る軽騎士と，歩兵というの混成部隊へと漸次進化が行われっっあったことを 

考えさせる。 .
さて，再 び Inquest of Military Service. 1 2 8 8 を見るに，第 1 条 に 「1騎士封にっき1 頭の完 

全武装の馬もしくは， 2 頭の武装していない馬を提供すべき」ことを宛めているのは，恐らく，当 

時，チ ;！:'ンャーに於ても，バロンが完全武装の騎士を見出すことが次第に困難となって来っっあっ 

たことを不すものと見てよいであろうa Magna Carta of Cheshireでは，チェ.シャーに於ける軍務 

か，騎士とより軽武級の自由人（libere tenentes)との2 っの力テゴリ一に分けられているのに反し 

て，前記の Inquest of Military Service, 1288に於ては，’ 騎士，軽装騎士及び歩兵とからなること 

が明らかにされていることは，.即ち，騎士もしくは軽騎士たるべきもの以外に，启‘丨〗丨人として出陣 

する者に，明言的にpedites (歩兵）なる文字を用いていることは，注罔に価しよ(巧。

このように，新らしい兵制への莶礎に，ある意味では，1!丨•いアングロ •サクスン伝統の民兵制の 

遺構があり，.これがSerjeanty保有という雑多な保有形態c iもとにかくされて，次の新体制へ移行 

されて行ったと思われる。このことをよく示すのが， この文書であるように考えられる。

注（35) Powicke, M; 
Duty.j, 第 3 窣 

Armaj, 坊 5 帘 

(36) Tait, James;

Military Organization in Mediaeval E n g la n d .特に，，第 2 草 rRecon»truction of Military 
「Knight Service and Knighthood under Henry III.j, 第 4 窜 rHenry III and Jurati ad 
rEdward I. Foundations for a New Armyj 参照。

"Knight-Service in Cheshire” (Eng, Hist. Review, lvii (1942)) p. 445. . . . . . . .
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附録（1 )

D ue

INQUEST OP SERVICE
t o  t h e  K i n g  f r o m  t h e  C o u n t y  o f  C h e s t e r  i n  T im e  o f  W a r  

i n  W a l e s , l i  M a y ,  12 8 8 .

Inquisitio apud Cestriam die Martis proxima post Ascencionem Domini anno regni reg-is Edwardi 
XVI. coram domino Reginaldo de Crey tunc justiciario Cestrie in pleno comitatu ibidem que 
servicia debentur domino regi in toto comitatu predicto tempore guerre in Wallia; videlicet per 
subscripts dominos Willelmum de Venables, Radulphum de Vernoun. Patricium de Hasilwell, 
Hug-onem de Dutton. Johannem de Sancto Petro, Rogerum Doumvihn Johannem de Orreby, 
milites, Alexandrum Ba職 vile, Willelmum de Brexin, Johannem de Wetenale, Willelmum Gerad, 
Rogerum Throstel, Willelmum de Bonnebury, Kobertum de Breto et Johannem de Mottrum, qui 
dicunt per sacramentum suum quod: —

1 . Dominus Hamo de Massi tenei quinque feoda militum in capite de domino rege inveniehdo
pro quolibct feodo unum equm coopertum vel duos discoopertos infra divisas Cestrisire tempore
guerre cum omnibus hominibus suis peditibus terrain forincecam tenentibus infra predicta feoda
facientibus servicium suum secundum proporttum magne communis carte Cestrisire. Et si aliquis
excercitus aliumde evenerit in partibus Cestrisire vel castrum obsessum fuerit tunc venet (sic)
ad summonitionem domini regis cum toto posse suo ad illud removendum secundum tenorem 
dicte carte communis.

2. Dommus Hugo de Dutton tenet quartam partem feodi unius militis in Nesse inveniendo 
duos homines pedites modo supradicto.

3. Willelmus de Venables tenet decern feoda militum inde faciendo pro feodo ut predictum est.
4. Nicholaus de Audithlega tenet quatuor feoda militum set bene credit inquisicio quod habet 

acquietanciam de toto preter quod de decima parte feodi unius militis.
5. Thomas de Bertumlehga tenet duo feoda militum de baronia Wici Malbani que comitissa 

Warewici prius tenebat per predictum servicium.
6. Thomas de Crue tenet unum feodum militis de eadem baronia quod dicta comitissa quondam 

tenebat per dictum servicium.
7. Henricus de Lasy tenet octo feoda militum in Halton per dictum servicium*
8. Petrus de Ardren tenet seplem feoda militum in Aldeford set non facit servicium nisi de 

uno feodo et duabus partibus unius feodi per dictum servicium.
.9. Rogerus de Monte Alto tenet duo feoda et dimidium militum per dictum servicium.
10. Warinus de Mainwarring tenet quatuor feoda et dimidium per dictum servicium.
1 1 . Johannes Boydel tenet quatuor feoda et dimidium militum per dictum servicium. ‘
12.. Ricardus fllius Alani tenet duo feoda lTiilituni per dictum sorviciuni.
13. Parcenarii de Kingeslegh tenent unum feodum per dictum Servicium in Kingeslega.
14’. Simon Alius Radulphi tciict duo feoda. niilitunn por. dictum S6i*viciufti.
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15.
16.
17.
18,
19.
20. 
21.

servicium.

■Patricius do I le s i lw e l l  tcn o t d u a s p artes u n iu s feod i per d ic tu n i SGrviciutyi.
Hwffo de Tliorneton t-cnet torcifini partem unius feodi per dictum servicium.
Bei ti amus do Moelis tenet (juintani parteili unius feodi per dictum servicium,
Rogerus de Soterelega tenet unum feodum m ilitis pel* dictum servicium.
W illelmus de Hellisby tenet in Actona octavam partem unius feodi per dictum 
Galfridus de Chedle tenet unum feodum m ilitis per dictum servicium.
Edmundus Phiion tenet in l1 olishae unum feodum quod comes Albimarlie prius tenebat 

per dictum servicium ut predictum est.
22. Johannes de Corona tenet quartam partom unius feodi in Adelinton per dictum servicium.
^3. Jordanus de Tirdiringt'on tenet quintam partem unius (feodi) per dictum servicium.
24. Ricardus de Swetenam tenet ibidem quartam partem unius feodi per dictum servicium.
マo. Regfinaldus ,de G [i*ey] tenet in Ruston in comitatu Cestrie et Land ingate extra eundem 

comitatum unum feodum per dictum servicium. し

26. Radulphiis de Vernon tenet quinque feoda niilitunl et dimidium et medietatem tercie partis 
unius feodi et medietatem octave partis feodi per dictum servicium.

27‘ Robertus de Wininctona tenet medietatem et sextam partem unius feodi m ilitis d6 feodo 
Wici Malbani et sextam partem unius feodi militis de feodo de. Siphpbroc per dictum servicium.

28. Ricardus de Lostock tenet medietatem feodi unius m ilitis de feodo Wici Malbani et aliam 
medietatem de feodo de Schipbroc et sextam partem feodi unius militis de feodo de Craunache 
per dictunl servicium. -

29.: Johannes de W etenale tenet linuni feodum m ilitis et octavam partem et sextam partein
sexte partis unius feodi per dictum servicium.

30. Ricardus de Sutton tenet tria feoda militum per dictum servicium que W illelmus Patrick 
prius tenebat.

.31. Johannes de Sancto Petro tenet unum feodum et dimidium per dictum servicium.
32. Rotheryck filius Griffini tenet unum feodum et dimidium per dictum servicium.
33. Simon do Provincia tenet in Salhal viccsimam partem feodi unius m ilitis per dictum

serviciuin.
34. Robertus de Netherton tenet terra'm suam ibidem inveniendo unum equm discoopertum ut 

predictum est.
35. Philippus et Robertus de Ponte tenent le Bruggchousis inveniendo unum equm discoopertum 

ut predictum est.
36‘ B urgus de Fiodisham  dctct invenire VIII. homilies pedites u t prcdictUiTi• est.
3.7._. Burgus de Macclisfeld VIII. homines [pedites] modo supradicto.
38. Burgus dc Norwyco XII. homines pedites modo supradicto.
39. Burgfus de Medio Wico duodetion homines pedites modo predicto.
40. Foresta_.de Macclisfeld de quolibct libore teneiite ibidem unum hominem peditem mocjo

supradicto.
4 1 . Ricardus de Vernon tenet Merpil et W ibersleg，per liberam forestariam et veniet ad 

summonitionem domini regis et sequetur vexillum  suum cum eisdem armis quibus custodit bal- 
livam suam videlicet cum arcu et sagittis set dum sit in excercitu non ei*it oneratus de custodia

— 1 4 8  ( 1 2 0 2 )  — '
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々 42. Robertus de Donnes tenet Tacsal et (Douns ?) per servicium predictum ut Ricardus de 
Vernon.

43. Thomas de Orreby tenet forestariam per illud servicium quod Ricardus de Vernon tenet.
44- Johannes de Sutton tenet terrain suam in Suttona et Distel (ey) per idem servicium ut

Ricardus de Vernon.
45. Rogerus de Stanlye per idem servicium ut Ricardus.,
46‘ Thomas de W(o)rth tenet Ratonfold per idem servicium.
47. Robertus Chaumpeyn tenet Le Hele per idem servicium.
48. Jordanus de Distel(ey) tenet terram suam de Distelee per idem servicium,
49‘ Urianus de Sancto Petro et Rotherus filius Griffmi tenent totam seriaiiciam p[acis] in 

Cestrisira exceptis Hundredo de Maclisfeld et W yrhale et inveniendo [XII] servientes pedites 
quorum unus erit [eques] et habebit prebendam super forinsecas terras in dimidio anno [hiemali] 
et [ibidem servientes] custodient pacem et venient ad sumnionicionem domini regis custibus suis 
propriis in Cestrisira, et quamcito > transient aquam de Dee vel alibi extra Cestrisiram erunt 
[custijbus domini regis.

50. Rogerus Davenepord tenet unam seriantiam in Hundredo de Maclisfeld, Leek et D[ensingtonJ 
et inveniet VIII servientes quorum unus sit eques, et faciet servicium eodem modo quo Urianus 
de Sancto Petro et Rotherus.

5 1 . W illelmus [filius Ade tenet] bedcllariam Hundredi cle Maclisfeld et faciet summonitiones 
ad excercitum et veniet ad testificandum [summonitiones] et vide[ndum] defal[tas] custibus suis 
propriis.

52. Heredes Philippi de Baumvil tenent dimidium feodi militis in [Storton per predictum] 
servicium ut dictus Hamo de Mascy set dummodo sit in servicio domini regis non debet onerari 
de custodia foreste.

53. [Abbas] Cestrie h[abuit] aliquo tempore in guerra W allie unum equitem Johannem Sese 
cum hominibus peditibus, set nescitur utrum fuer [it de jure et consuetudine an non].
. . . . .  Ricardus de Stokepord tenet Bredeburi de Hamone de Mascy et faciet servicium domino
regi [cum suo (sic) equo discooperto] ut predictum est.

55. Johannes de Mottrum tenet [Motrom] de > Hugone Despenser et faciet servicium domini 
regis cum uno equo [discooperto] ut [predictum est].

56. Idem Ricardus (de Stokepord) tenet Poninton de Poutrell set faciet domino regi servicium  
cum uno equo discooperto ut predictum est.

57. [W illelmus Pigott tenet Butleghe de Hugone Despenser et faciet servicium domino regfi 
cum uno equo discooperto ut predictum est].

58. [Heredes de Clotton tenent War ton et Duddon ut(?) j, feodum m ilitis per servicium  
supradictum ut Hamo de Massy.]

59. [Johannes de Orrobye tenet Fouk Stapelford pro uno esparvario sore vel X lld . E t si
castrum obsessum fuerit vel exercitus aliunde evenerit tunc veniet cum toto posse suo ad
removendum illud prout communitas patrie faciet.]
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訳 文

E d w a r d⑴ の 治 世 1 6年 5 月 1 6 日 (1 2 8 8年 5 ；j 1 1 U ) , キリスト昇天の祝 f l後の火_ 日に， チヱスターに 

於て . 当時のチェスターめ J u s t ic ia rで あ る Lord Reginald de G r a y め許で. 完企な■州会に於て ,' ゥェ一 

ルズとの戦争の場合に，チエ、ンャ一全州を通じて，国王に対して负うべき軍輪について . 次の諸險騎丄によっ 

て行われた■審問。諸 f夭:， William de Venables, Ralph de Vernon, Patrick do H asilwell, Hugh de Dutton, 
John de St. Pierre, Roger Dcmmville, John de Orreby, 騎士  Alexander Baumville, W illiam  de Brexim, John 
de Wetenale, W illiam  Gerad, Roger Throstel, W illiam de Bonnebury, Robert de Breto, John de Mottrum. 
これらの人々は，以下のことを宣臀 • 諫言した。 :

( 1 ) Lord Hamon de M a s s iはン ■各封炻に . 、戦時には . チ :n シャー内で， 1 頭の完全武装の馬もしくは，

2 顏の武装していない馬と，チェシャーのマダナ • 力ルタの内容に則して， 上述の封の内部に F o H iisecの土 

-地をもち , 勤務を行う彼の歩兵とを見出す義務によって， 国王直属の 5 Knight’s F e e を保有する。そして，

もL なんらかの軍隊が他の所からチ :c シャーに入るか，或は城が包囲された場合には，上述の々ダナ.力ルタ 

の内容に則して， ごの軍を駆逐するために，彼は，全兵力を以て，国王の苕集に応ず i ものとする。 .
( 2 )  Lord Hugh de D u t t o n は, 上述の方法で， 2 人め歩兵を見出すことにより， N e s s e 附 近 に 1/4 

K nighfs F e e を保有する。

( 3 ) W illiam  de V e n e b leは，上述のように，各封侮に勤務を提供することにより，10 K night’s F e e も保 

有する。

( 4  ) Nicholas de Audithlega は， 4 K night’s Fees を保有する。 しかし，. 本審問は， 1/10 Knight’s ..Fee' 
以外の全ての封の勤務の免除を得ているものと確信する。 •

( 5 ) Thomas de Herthumlehga は，.上述の義務で  Nantw ich の Barony の 2 つの JKnight’s Fee を保有 

す名。 このバロ ニ一は，以前には，Countess of W a r w ic kの保有する所であった。

( 6 )  Thomas de C r u e は，上記の勤務で，前記のバロ 二 一 の 1 K night’s F e e を保有する。以前，このバ 

ロニ一はン前記の■ C o u n tessの保有する所であった。 ' _ .
( 7 )  Henry de L a s y は，上述の勤務で，H a lto nの 8 K night’s F e e を保有する。：

( 8 )  Peter de Ardren は，上述の勤務で，Alderfold の 7 K night’s Fee を保有するが，1 Fee と 1/3 Fee 
についてしか勤務を負わない。

( 9 ) Roger de Monta.lt は，『同じ勤務で，2 ” 2 K night’s Fee を 有する。

(10) Warrin de Mainwarring は，间じ勤務で 4丨/ 2 K night’s Fee .を保有する。

(11) John B o y d e lは，同じ勤務でがんK night，s F e e を保有する。

(12) Richard F itz  Alan は，同じ勤務で，4 */2 K night’s 'F e e  を保有する。

• ( 1 3 )  K in g es leg hの共同相絞•人は，同じ勤務で，K in g es lcg hに ‘1 F e e を保有する•
(14) R a lp hの了• S im o nは，同じ勤務で，2 K nightV F e e を保有する。 .
(15) Patrick de I Ie s i]w e llは，同じ勤務で . 2/3 F e e を保右する。

(16) Hugh de T h orn etonは，同 .じ勤務で，. 2/3 F e e を保有するa
(17) Bertrand de M o o lisは，同じ勤務で， 1/5 F e e を保有する。

' ( 1 8 )  Uogci* dc Sotei‘e l6 g a ほ，同じ勤務で，1 F e e を保布する„
(19) William de H el丨isby は，■网 .じ勤務で，Acton .に，1/8 Fee を保# する。

(20) Geoffrey de Chetilo は，同じ勁務で， 1 K night’s Fee を保有する。
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(21) Edmond Phitonは，上述の勤務で， Folishaeに 1 F e eを保有する6 それは，かって Albinmrlla伸 

の保有するものであった。 •
(22) Jordan de Coronaは，上述の勤務で，A d6lintonに 1/4 F e e を保有するa
(23) Jordan de T丨rd m ngtonは，上述の勤務で 1/5 F e eを保:肴する。

⑵ ） Richard de SAvetenamは，そこに, 上述の勤務で1/4 F e e を保有する。

(25) Reginald de G reyは，上述の勤務で，チヱスター州内のR ustonと当州外のLandingateに，1 Fee
を保有する。 • ,

(26) Ralph de Vernonは，上述の勤務で， J3 Knight’s F e e と 1/3 F e e の半分と 1)8 F e e の半分とを保 

有する。

(27) Robert de Wininctona は, 上述の勤務で，Nartvvich の Fee の 1 Knight's Fee の半分と 1/6, 
Shipbroc の Fee の 1 Knight’s Fee の 1/6 を保有する。

(28) Richard de Lastock は，上述の勤務で，Nantwich の封の 1 Knight’s Fee の半分とv Schipbroc の 

封の残余の半分と，Craunacheの F e eの 1 Knight，s F e eの 1 / 6 とを保有する。

(29) John de Wetenaleは，上述の勤務で，1 Knight’s Fee .と，1 F eeの 1/8.と 1 /6の .1 /6とを保有する。

(30) . Richard de Su ttonは，上述の勤務で，以前に P a tr ickが保有していた3 Knight's F e eを保有する。

(31) John de St. P ierreは，上述の勤務で, I F e eと 1/2 F e e とを保有する。

(32) Griffinの子，Rotheryckは，上述の勤務で, 1 F e e と 1/2 F e e とを保有する。

(33) Simon de Provincia は，上述の勤務で，Salhalに 1 Knighfs Fee の 1/20 を保有する。

(34) Robert de Nethertonは，そこに，上述のように，武装しない馬1 頭を見出すことにより，彼の土地 

を保有する。 .
( 3 5 ) 橋 の Philipと Robertとは，上述の如く，武装していない馬i 頭を見出すことにより，Bruggehbusis

を保有する。

(36) Frodishamの Boroughは，は，上述のように， 8 人の武兵を見出さなければならない。

(37) Macclisfeldの Boroughは，上述のように• 8 人の步兵を見出さなければならない。

(38) Nor(th)wychの Boroughは，上述のように, 12人の尜兵を見出さなければならない•
(39) Middlewichの Boroughは，上述のように，12人の渉兵（を見出さなければならない）

(40) Macclisfedの御料林は，•そこの各自山保:有省から，上述のように， 1 人の歩兵（を見出さなければな 

らない。） 、'
(41) Richard de Vernonは，M arpilと W iberslegとを，. 自由な森林として保有し，国王の召集に応じて 

来り，彼が彼の管区を守るのと同じ武器，即ち，弓と矢とを携えて，軍旗に従うべきである。 しかし,従軍中 

は，森林赉を課せられないものとする。

.(42) Robert de Dounes は，Richard de Vernon と同じ勤務で T a s c a l (と .Dounes .の）.土地を保有する

(43) Robert de Orrebyは，Richard de Vermmの保有の条件と同じ勤務で森林赉役を保有する。

(44) John de Suttonは, Richard de Vernonの保有の条件と同じ勤務でSuttonと Disteleyの彼の土地 

を保有する。

(45) Roger de Stanlyeは，Richardと同じ勤務で保有する。

(46) Thomas de W (o)rthは，Ratonfeldを同じ勤務で保有する， '
(47) Robert Chaumpeyiiは，同じ勤務でIiatoiifeklを保有する。

(48) Jordan do D isteleyは，Disteleeの土地を同じ勤務で保有する。

(49) Urian de St. Pierre と priffin の子 Rotheric とは，Maclisfed と Wyrlmle との Hundred を除く， 

チェ，ンャ一の全Serjeanty of the P eaceを，1 2 人の徒歩の Serjeantsを児出すことにより保有する，この

— 151 (1205) —  ... -  ■

您级激凝絲約o-政?雜雜 碰卿激職^^^^^魏救織齡蹲鄉熟搬■魏 賴 從 微 ル ぐ 勘 v一



13世紀イングラソ ド取制史上の-一史料

,(12人の）Serjeantsの内， 1 人は騎手で* その揭糧は，冬期半年間の間，forinsec la n d 上にて得るものとす 

る。また， Serjeantsは，平和を維持し，国丰の召集に応じて，チヱシャー内では各人の费州で從_ し，ディ 

一川を越えるや否や，‘あるいは，.チ：t 、ンヤーからどこか他に出るや否や，国王の費用となるものとする。

' (50) Roger (de) Davenepord は；Maclisfed の Hundred, Leek, [Densington】に 1 Serjeanty を保有し，

8 人の歩兵を見出す。その内1 人は騎乘たるべきものとする。また彼は，UHan de St. Pierre, G riffinの子 

Hotherと同じ勤務を行，べきものとするV
(51) (Adamの子）W illiamは， M aclisfeldの Bede丨役を保有し，诌己の費用で眾隊に対する召集を行 

い，召集を検め，欠陥を検閲すべきものとする。

(52) Philip de Baumvilの後継者達は，上述の Hanion de M aseyと同じく，上述の勤務で，Stortonの1/2 
Knight’s F e e を保肴する。 しかし： 彼が国王に対する箪役に服する如，彼は森林赉役を課せられないものと 

する。 _ ,
( 5 3 ) チヱスター修道院長は，時としX，対ゥ - ールズ戦には,歩兵と外に騎兵John S e s eを送った。し 

かし，それが法と惧習によるのか，杏かは判らない。

(54) Richard de Stokepordは， Hartion de M ascyか ら Bredebuiを保有し，.上に述べた.よう‘に， 1 頭の 

武装しない思を以て国王に勤務を行うべきもの•とする。

(55) John de Mottrumは, Hugh Despenserか ら Motromを保有し，上述の i うに， 1 頭の武装し^い 

馬を以て国王に勤務を行うべきものとする。

( 5 6 ) 上 述 の Richard de StokepoMは/  Poutrellか ら Pon.inton，を保有する。__そして,’ 上述のように， 1 
頭の武装しない馬を以て，国王に勤務すベ_ ものとする，

, (5の William Pigott'は，Hugh Despeiiserか ら Butlegheを保有し，上述のように， 1 頭の武装しない'馬 

を以て国王に勤務すべきものとする。

_(58) Clottonの後継者逹は，Hamon de M a scyと同じく，上述の如く勤務することによって，W artonと 

Duddonとを 1 Knight’s F e e として保有する。

(59) John de Orrobyeは， 1 羽のはいたかまたは12ぺ 'ノスによって， Fouk Staplefordを保有する。も 

し，城が包囲せられるか或は外部から軍隊が侵入する場合には，この国の平民と同じく，全力をもって来るも 

のとする•
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TABLE B.

Inquest of 1288 {continued).

No. Name. Holding. Remarks.

30 Robert de Netherton. Netherton. Service, one unarmed horse.
31 Philip and Robert of the Bridge.

The Bridgchouses [Frodshaml #/ tt

32 Bofough of Frodsham. — 8 footmen.
33 w " Macclesfield. •— ~ ‘ 8 "
34 *t " Northwich. ■------ 12 "
35 " " Middlewich. ---- 12 " .
36 Free tenants of forest of Macclosfleld.

---- 1 footman each.

37 Richard de Vernon. Marple and Wibbersley. Forestry and service in war.
3 8 ’ Robert de Downes. Tax.all and Downes.
39 . Thos. de Orreby. [No lands.] H "
40 ■ John de Sutton. Sutton and Disley. ti It

41 Roger de Stanley. [Stanley Dislcy.] tt It

42 Thomas de Worth. "Ratonfeld，* tt U

43 Robert Chaumpeyn. “Le Hele.” it tt

44 Jordan de Disley' Disley, it it

45 Urian de St. Pierre. Rotheric eon of Griffin |  Serjeants of the peace. t \ 12 foot serjeants.1 mounted.
46 ’ Roger Pe Davenport. Serjeantry in Hund. of Macclesfield, Leek, and [Densington]. 8 serjeants,1 mounted.
47 ' William son of Adam. Bedelry of Hund, of Macclesfield. Service of war summonses, etc.

48 Abbot of Chester* --- - A horseman and footmen in war.
49 Richard de Stockport. Bredbury. Held under Hamon de Mascy. but ser- vico to king of 1 unarmed horso in 

\var,
50 John de Mottram. Mottram* Held under H. Dispenser; war service as last.
51 Richard de Stock port. Poynton, Held under [Ric.] Pontrell; war service as last.
52 William Pigott, Butley. Held under H. Dispenser； war service as last. ’
53 John do Orreby. Fulk Stapleford, Tenure( a sparrow hawk or 12d.* and general war service.

新潟県北蒲原郡水原にて出生。

新約県立新海商業学校入学，

同校卒業。

小樽高等商業学校入学。

间校卒業。

鹿応義塾大学経済学部入学，

同学部卒樂。

鹿応義塾大学大学院入学。

大学院終亇。

召

復員と同時に経済学部特別研究也となる。

大学联学部予科講姉。

大学経済学部講師。 '

大学柽済学部専任講師。 . , -
経済学博士。「ソランク社会におげる王国役人，王領民と王領地の研究一 —フランク王国 

の国制と経済一一 j •
経済学部教授ニ

大学院柽汸学研究科委員。 .
慶応義塾大学派逍留学生としてドイツ連邦共和国に留学 s 
留学先のミュンヘンにて死去。

著 書

主 要 著 書 お よ び 論 文

F独逸燠政史序論』 昭和 1 6华慶応窗房刊。 ，

り農政史研究』 昭和2 3年彰考書院刊。

『農政史論』 昭和 2 3年ロ本科学社刊。

『ヨーP ッパ中世•社会経済史論敗』 昭和 3 2华 泉 文 觉 刊 《 

r西洋中世初期社会経済史研究』 昭和 3 6年 泉 文 堂 刊 。

訳 害
ロベール . ラトゥシュ著『中世経済の起源j (Robert Latouche： 
IV6—X le Siecle, Paris, 1956, L’Evolution de l'humanite, 43), 
速水融共訳。

Les Origines de rEconomie Oceidentale, 
一条書店刊（近刊) , 宇尾野久，森岡敬一郎,

論 文

(三田学会雑誌）

1力一ル大布治下のConventus general i s の性格j (4 5卷第 3 号 昭 和 2 7年 3 月） 

157(1211) —

大正 > 月
太正 [ 乃

职和 丨/j
昭和 i 月

叩和 I 月

昭和 n
昭和 ；ガ

昭 和 1 3 年 4 月 

昭 和 1 6 年 3 月 

昭和 1 6 年 9 月 

昭 和 2 0 年 9 )1 
1 _  24 年- 4 II 
昭 和 2 6 年 4 月 

昭 和 2 7 尔 10 )] 
昭 和 3 5 年 3 )]

2 尔 

1 5 年 

6 年 

6 年 

9 年 

1 0 年 

1 3 年

昭 和 4 0 年 4 月 

昭 和 4 1 年 4 月 

昭 和 4 3 年 4 月 

昭 和 4 3 年 1 1 月

.
'-
•--
•
..
•:.
'3-
^
-:
:
.'
j.-

\.-.
.
..'.
i、
_*
r
-?
-(..
;vr.
-.
i,
'.H?-*.
f1;'
'
f
.'
i
.i
!€,-

-
-

,
..̂
4 

,


